
別紙１ 

佐世保市胃がん検診実施要領（胃内視鏡）  

 

佐世保市における胃がん検診（内視鏡）については、下記により実施するものとする。 

 

（対象者） 

第 1条 対象者は佐世保市に住所を有する３０歳以上の市民（佐世保市に居住する者で、

やむを得ない事情により佐世保市に住民票を異動することができないと佐世保市が認

めた者を含む）とする。ただし、以下の各号にあげる者は除くものとする。 

⑴ 法令に基づく胃部検診の対象者 

⑵ 胃・十二指腸疾患などで治療中の者及び定期観察中の者 

⑶ 口腔・咽・喉頭部などに疾患があり検査が不可能と医師が判断した者 

２ 前項に定める者のほか、高齢者の医療の確保に関する法律第７条に規定する医療保

険各法に基づく健康保険組合等並びに事業所・施設等が保健事業・福利厚生等として実

施する胃部検診を受けることができる者は原則として佐世保市胃がん検診の対象とし

ない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 

 

（実施回数） 

第２条 胃がん検診の実施回数は、同一人について年度内に１回、受診者本人が胃透視ま

たは内視鏡検査のどちらか１つを選択して行うものとする。 

 

（受診者の自己負担） 

第３条 生活保護受給者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律に基づく支援給付の受給者、市民税非課税世帯の者、７０歳以上の者

及び４０歳節目検診の対象とする者（実施年度の４月１日現在、満４０歳の者）の自己

負担金は無いものとする。それ以外の受診者の自己負担金は、３０歳から３９歳までは

３，０００円、４０歳から６９歳までは１，０００円とする。 

２ 佐世保市国民健康保険加入者の自己負担分は、佐世保市国民健康保険特別会計が負

担し、受診者本人の自己負担金は無いものとする。 

 

（検診実施機関） 

第４条 次の医療機関が実施するものとする。 

⑴ この検診は佐世保市が委託する医療機関が実施するものとする。 

⑵ 実施医療機関の医師は、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器が

ん検診学会等の会員であることが望ましい。 

 

（周知の方法） 

第５条 佐世保市は、広報させぼ、町内回覧等により適宜、対象者への広報を行うものと

する。 
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（検診の実施） 

第６条 検診項目は、問診及び胃内視鏡検査とする。 

２ 問診 

現在の病状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取する。 

３ 胃内視鏡検査 

⑴ 安全第一を心がけ、無理な検査を行わないこと。 

⑵ 食道、胃、十二指腸球部まで盲点なく充分に観察すること。 

⑶ 日本消化器内視鏡学会作成の「消化器内視鏡洗浄・消毒法ガイドライン」などを参

考にして、器具の消毒を充分に行い、感染予防に努めること。感染防止の目的で、内

視鏡施行前にＨＢｓ抗原、ＨＣＶ抗体をチェックすることが望ましい。ただし、費用

は委託料に含まれる。 

４ 読影に関しては十分な経験を有する複数の医師による読影が可能な医療機関は、当

該医療機関で責任を持って読影を行うものとする。また、日本消化器内視鏡学会認定の

「指導医」による検査が可能な医療機関については、複数の医師による読影の可否に関

わらず、当該医療機関で読影を行うことができるものとする。 

５ 前項以外の医療機関は、医師会の読影会で読影を行うものとする。医師会の読影会に

提出する撮影媒体としては、内視鏡フイルム、プリント（最低２０コマ）とする。プリ

ントで提出する場合は、１コマのサイズが読影に支障のないような設定で印刷するも

のとする。 

６ 医師会の読影会に読影を依頼する場合は、撮影及び読影技術の向上を目的とした研

修として、年に２回以上、当該読影会に参加するものとする。 

 

（結果の通知及び請求） 

第７条 検診結果については一次検診実施医療機関が精密検査の必要性の有無を記入し、

受診者へすみやかに通知する。 

２ 精密検査の必要な者については、一次検診実施医療機関が精密検査の適切な受診指

導を行うものとする。 

３ 一次検診実施医療機関は、胃がん検診受診者名簿（胃内視鏡）に検診結果を記入し、

佐世保市にがん検診（一次）委託料請求書と共に月毎にまとめて検査月の翌月２０日ま

でに報告するものとする。 

４ 胃がん検診カルテ（胃内視鏡）は４枚複写とし、１枚目は医療機関保存用、２枚目は

受診者への通知用、３枚目は佐世保市報告用、４枚目は医師会報告用とする。 

 

（精密検査） 

第８条 精密検査機関は、十分な精密検査が可能な機関とする。 

２ 一次検診実施医療機関は、胃がん検診精密検査結果連絡票に必要事項を記入のうえ

受診者へ渡し、精密検査の受診を勧め、その際、連絡票を提出するよう説明する。 

３ 精密検査を実施した医療機関は、その結果について、すみやかに佐世保市に胃がん検

診精密検査結果連絡票にて報告するものとする。 

４ 佐世保市は、すみやかに一次検診実施医療機関と医師会へ胃がん検診精密検査結果



別紙１ 

連絡票にて報告するものとする。 

５ 精密検査は、保険診療扱いとする。特に、生検は精密検査とし、佐世保市が委託して

行う胃がん検診の対象外となるため、生検を実施する際は受診者へその旨を伝え了解

を得て行う。 

 

（記録の整備） 

第９条 一次検診実施医療機関において、胃内視鏡撮影写真、デジタル画像及びカルテ等

は、少なくとも５年間保存とする。 

 

（精度管理） 

第１０条 一次検診実施医療機関は、佐世保市からの求めに応じ、がん検診チェックリス

トを佐世保市に提出し、チェックリストに基づく検討を実施する。 

 

（その他） 

第１１条 この要領にない案件等が生じた場合は、必要に応じて佐世保市と佐世保市医

師会の両者で協議するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 


